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デジタル社会推進政治連盟 



第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 本連盟は、デジタル社会推進政治連盟（略称「デジタル政治連盟」）と称

する。 

 
（本部） 

第２条 本連盟は、本部を東京都に置く。 

 

（目的） 

第３条 本連盟は、日本のデジタル化を促進し、豊かな国民生活に溢れる国を創生

するために必要な政策の研究及び政治活動を行うことを目的とする。 

 
（事業） 

第４条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

一 豊かな国づくりに資するデジタル化促進のための政策研究、政策提言 

二 政府、関係団体及び関係者との折衝 

三 公職選挙法に基づく候補者の推薦又は支持 

四 政治資金規正法に基づく諸事業 

五 前各号のほか本連盟の目的達成に必要な事業 

 

（支部） 

第５条 本連盟は、必要な地域に支部を置くことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２章 会員 

 

（会員） 

第６条 本連盟の会員は次の通りとする。 

一 本連盟の目的に賛同する個人であって、会費を拠出している者 

 
（入会） 

第７条 本連盟への入会を希望する者は、入会申込書に必要事項を記載のうえ、

本連盟に提出し、その承認を得た場合には、会員となることができる。 

 

（会費） 

第８条 本連盟の会員は、会費を毎年本連盟に納めなければならない。 

２ 会費の額は、年額１万円 （１口）とする。 

３ 会員資格を喪失した場合であっても、本連盟に拠出した会費は返還されない

ものとする。 

 

（退会） 

第９条 会員は、退会届を本連盟に提出することにより、退会することができる。 

 
（会員資格の喪失） 

第１０条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪

失する。 

一 退会届を提出したとき 

二 死亡したとき 

三 役員会において会員として不適当であると判断されたとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３章 総会 

 

（構成） 

第１１条 総会は、全ての会員をもって構成する。 

 

（権限） 

第１２条 総会は、次の各号に掲げる事項について決議する。 
一 理事の選任又は解任に関する事項 

二 規約の変更に関する事項 

三 その他会務に関する重要事項 

 

（開催及び招集） 

第１３条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。 

２ 定時総会は、年に一回、会長が招集する。 

３ 臨時総会は、会長が必要と認めた場合に、会長が１か月以内に招集する。 

４ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、役員会においてあらかじめ

指名を受けた順位で副会長が総会を招集する。 

５ 総会を招集する場合には、会長は、あらかじめ、決議する事項、日時及び場所を

記載した書面又は電磁的方法により、会員に通知しなければならない。 

 
（議決権） 

第１４条 総会における議決権は、会員１口当たり１個とする。 

 

（書面等による議決権の行使） 

第１５条 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された決議事項につい

て、書面若しくは電磁的方法により議決し又は他の正会員に議決権の行使を委任

することができる。 

 
（決議） 

第１６条 総会の決議は、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。 

２ 前条に基づく議決又は委任を行った会員は、総会に出席があったものとみな

す。 

 

 

 

 

 

 



第４章 役員 

 

（役員の設置） 

第１７条 本連盟に次の役員を置く。 

一 会長    １名 

二 副会長   ５０名以内 

三 幹事長   １名 

四  事務局長   １名 

 
（役員の職務） 

第１８条 会長は、本連盟を代表し、会務を統理する。 

２ 副会長、幹事長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故あるとき

は、あらかじめ会長の定める順位でその職務を代行する。 

 
（役員の選任） 

第１９条 役員は本連盟の理事から選任する。 

２ 会長は、理事会において選任する。 

３ 副会長、幹事長、事務局長は、会長が理事会から指名する。 

 
（役員の退任） 

第２０条 役員は、会長に対して届出をすることにより、任意で退任することがで

きる。 

２ 役員が会員の資格を喪失したときは、役員を退任したものとみなす。 

 

（役員の任期） 

第２１条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 役員の任期の始期は、総会又は理事会で選任されたときから開始し、選任された

次の定時総会終結のときまでとする。 

３ 補欠の役員を選任した場合、任期は前任者の残任期間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５章 役員会 

 

（役員会の設置及び構成） 

第２２条 本連盟に役員会を置く。 

２ 役員会は、全ての役員をもって構成する。 

 

（権限） 

第２３条 役員会は、次の各号に掲げる職務を行う。 

一 本連盟の運営に関する事項 

二 その他本連盟の重要な業務に関する事項 

 

（開催及び招集） 

第２４条 役員会は、会長が必要あるときに随時招集する。 

２ 役員会を招集する場合には、会長は、あらかじめ会議の目的たる事項、日時

及び場所を記載した書面又は電磁的方法により、役員に通知しなければならな

い。 

 

（議長） 

第２５条 役員会の議長は会長とする。ただし、会長に事故の支障があるとき

は、副会長の中から議長を選出する。 

 
（議決権） 

第２６条 役員会における議決権は、１人当たり１個とする。 

 

（書面等による議決権の行使） 

第２７条 役員会に出席できない役員は、あらかじめ通知された決議事項につい

て、書面若しくは電磁的方法により議決し又は他の役員に議決権の行使を委任す

ることができる。 

 
（決議） 

第２８条 役員会の決議は、出席した役員の議決権の過半数をもって行う。 

２ 前条に基づく議決又は委任を行った役員は、役員会に出席があったものと見

なす。 

 

 

 

 



第６章 理事会 

 

（理事会の設置及び構成） 

第２９条 本連盟に理事会を置く。 

２ 理事会は、全ての理事をもって構成する。 

３ 理事は役員会が推薦し、本連盟総会において決定する。 

４ 任期途中でも本連盟への貢献が著しく理事に相応しい者として役員会が推薦

する者については、理事会において承認することができる。 

 

（権限） 

第３０条 理事会は、次の各号に掲げる職務を行う。

一 会長、副会長の選任及び解任 

二 役員会の職務の監督 

 

（開催及び招集） 

第３１条 理事会は、会長が必要あるときに随時招集する。 

２ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ会長の定める順

位で副会長が理事会を招集する。 

３ 理事の４分の１以上から理事会の招集の請求があった場合、会長（会長が 

欠けたとき又は事故があるときは、前項の指名を受けた副会長）は、理事会を

招集しなければならない。 

４ 理事会を招集する場合には、会長は、あらかじめ会議の目的たる事項、日 

時及び場所を記載した書面又は電磁的方法により、理事に通知しなければなら

ない。 

５ 前項の規定に関わらず、理事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経

ることなく理事会を開催することができる。 

 

（議長） 

第３２条 理事会の議長は会長とする。ただし、会長に事故の支障があるとき

は、副会長の中から議長を選出する。 

 
（議決権） 

第３３条 理事会における議決権は、１人当たり１個とする。 

 

 

 

 

 



（書面等による議決権の行使） 

第３４条 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された決議事項につい

て、書面若しくは電磁的方法により議決し又は他の理事に議決権の行使を委任

することができる。 

 
（決議） 

第３５条 理事会の決議は、出席した理事の議決権の過半数をもって行う。 

２ 前条に基づく議決又は委任を行った理事は、理事会に出席があったものと

見なす。 

 

第７章 会計資産 

 

（会計年度） 

第３６条 本連盟の会計年度は、毎年１月１日に始まり１２月３１日に終わる。 

 

（経費） 

第３７条 本連盟の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもって支弁する。 

 

（予算及び決算の承認） 

第３８条 毎会計年度の予算及び決算は、役員会の承認を受けなければならな

い。 

 
（寄付） 

第３９条 本連盟は、本連盟の目的に賛同する個人から寄附を受けることができ

る。 

 

（２０２２年５月２３日 制定） 


